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報 告 事 項 が ３ 件 ご ざ い ま す 。  

 

第１件目として、 １０月２６日及び１１月２５日に開催された東京都市長会

関係の主な審議内容をご報告申し上げます。 

 

はじめに、１０月２６日に開催された平成２７年度第５回東京都市長会につ

いてです。 

まず、東京都からの連絡事項が５件あり、主な事項３件について報告いたし

ます。 

１件目は、「平成２７年度施策の見直しの取扱い」について福祉保健局から説

明がありました。 

見直しを行う事業は、福祉保健局所管の中等度難聴児発達支援事業であり、

見直し内容は、障害者施策推進区市町村包括補助事業に統合するものです。 

見直しの理由は、区市町村の自主・自立性向上の観点から、包括補助化する

ことにより、補助金交付申請等の事務手続を簡素・効率化するためです。なお、

本市も、この補助金を受けておりますが、補助金額への影響はないとのことで

す。 

２件目は、「平成２７年東京都人事委員会勧告等の概要」について総務局から

説明がありました。 

主な勧告内容は、例月給、賞与である特別給ともに昨年に引き続き引上げと

なりました。 

３件目の「多摩地域の防災力の強化に向けた取組」についても総務局から説

明がありました。 

現在、東京都の備蓄倉庫は特別区内に１５箇所２７，６８８㎡、多摩地域は

２箇所１，７１８㎡という状況であり、多摩地域の防災力の強化に向けた取組

として、立川広域防災基地内にある旧立川政府倉庫について、国では活用策が

ないため、都では備蓄の充実など防災目的での活用を要望するとともに国と都

で活用方策を検討してきたとのことです。 
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今後、都として旧立川政府倉庫を取得して活用していくこととし、具体的な

活用策は市町村等の意見を伺いながら引き続き検討していくとのことです。 

 

次に議案審議事項として、３件の審議が行われました。 

議案第１号の「平成２７年度施策の見直しの取扱い」については、先に述べ

ました東京都からの連絡事項として、保健福祉局から説明のあった件ですが、

厚生ワーキンググループで協議し、厚生部会で取りまとめ、全体会で審議する

こととされました。 

議案第２号の「平成２８年度東京都予算編成にかかる重点要望事項（案）」に

ついては、都市町村協議会において、東京都に対し要望書を提出することが承

認されました。 

なお、最重点要望事項は、「平成２８年度予算編成について」「防災事業の充

実と財政措置の確立について」「オリンピック・パラリンピック競技大会開催に

向けた支援について」となっています。 

議案第３号の「各種審議会委員等の推せん」については、原案のとおり承認

されました。 

次に報告事項ですが、「会長専決処分の報告」では、「平成２７年９月関東・

東北豪雨」に伴う茨城県・栃木県・宮城県市長会への対応について、市長会議

が１０月まで開催されない時期であったため、役員市長が協議し、各市に確認

した上で市長会として見舞金を贈呈したことの報告がありました。 

なお、見舞金は、茨城県市長会に１００万円、栃木県市長会に５０万円、宮

城県市長会に５０万円となっています。 

そのほか、「各種団体からの要請」、「環境展示会『エコプロダクツ２０１５』

の開催」についても報告され、了承されました。 

 

続きまして、１１月２５日に開催された平成２７年度第６回東京都市長会に

ついてです。 

まず、東京都からの連絡事項が６件あり、主な事項３件について報告いたし
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ます。 

１件目は、都市整備局から「中央自動車道の渋滞対策」について説明があり

ました。 

調布付近の上り線３車線化の進捗状況についてであり、去る１１月２日から

施工を開始し、年内を目標に設置を完了させ、３車線運用を開始する予定との

ことでした。 

２件目は、政策企画局から都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略である

「『東京と地方が共に栄える、真の地方創生』の実現を目指して～東京都総合戦

略～ の策定」について説明がありました。 

策定にあたっては、平成２６年１２月に策定した「東京都長期ビジョン」で

掲げた目標や政策を基本に、特に「東京と地方」の共存共栄に焦点を当て、「東

京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指すとのことです。 

この中で、東京都の人口推計は２０２０年の１，３３６万人をピークに２０

６０年には１，０３６万人と推計し、都民の希望出生率を１．７６とし、この

実現を将来的な展望としています。 

 また、取組としては「東京と地方」の共存共栄、首都・国際都市として更に

発展し、日本経済を活性化、少子高齢・人口減少社会に対する東京の挑戦の３

つの視点を掲げ、「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指すと

しています。 

 ３件目は、東京都後期高齢者医療広域連合から、「平成２６年度決算及び平成

２８年度予算見込み案並びに平成２８年度区市町村負担金の概要」について説

明がありました。 

平成２６年度決算については、一般会計で歳入決算額は４７億５，７５８万

円で前年度比１６．８％の減、歳出決算額は４７億１５０万円で前年度比１６．

９％減となりました。特別会計では、歳入決算額が１兆２，１７８億９，３９

３万円で前年度比４．８％の増、歳出決算額は１兆１，７１４億２，４５６万

円で前年度比３．７％増となりました。 

現段階での平成２８年度予算の見込み案では、一般会計予算は４４億５，４



4 

 

００万円で前年度比約２．６％増、特別会計予算は１兆２，４５８億６，３０

０万円で前年度比約１．１％増と見込んでいるとのことです。 

また、平成２８年度区市町村負担金見込み案の状況ですが、事務費負担金見

込み案は事務費負担金４０億９，３７８万円、前年度比２．９％増で多摩市は

４，５３４万８，２３５円、前年度比１２６万５千円増となっています。事務

費以外の負担金見込み案は２，４９２億４７６万円、前年度比６．６％増で、

多摩市は２７億５０６万円、前年度比２億３，９４８万８千円増となっていま

す。 

次に議案審議事項として、４件の審議が行われ、主な事項２件について報告

いたします。 

議案第１号の「平成２８年度東京都市長会分担金」については、各市の分担

金について承認され、多摩市の分担金は２４３万４千円で、前年度比８千円減

となっています。 

議案第３号「平成２８年度都市税制改正に関する意見」については、 

全国市長会から税制改正の動きに対する緊急要請活動の依頼があり、その中で

は「償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持」、「車体課税の見直しに伴

う安定的な代替財源の確保等」、「ゴルフ場利用税の現行制度の堅持」の３項目

に絞った要請活動の依頼でした。 

 しかしながら東京都市長会としては、地方法人課税の見直しの動きについて

東京都と歩調を合わせて反対していくことから、全国市長会から要請のあった

３項目に「地方法人課税のあり方」を加えた４項目とし、東京都市区長会とし

て関係各所に要請していくことが決定されました。 

次に報告事項ですが、「会長専決処分の報告」、「各種団体からの要請」のほか、

「地方財源の拡充に関する要請」について報告がありました。 

 本件は、国が引き続き、都市と地方の財政力格差の是正のため、消費税率１

０パーセントの段階で法人市民税の一部の交付税原資化を更に進めようとして

おります。 

この動きに対して、平成２７年１１月１２日に舛添東京都知事をはじめ、特
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別区長会、市長会、町村会の各会長が総務省を訪問し、４者連名の要請書を高

市総務大臣に手渡し、要請を行ったとの報告がありました。 

 

第２件目として、「懲戒免職処分取消訴訟の経過」について、ご報告を申し上

げます。 

本件は、多摩市長が平成２３年２月２８日に行った懲戒免職処分について、

当該処分を受けた元職員が、当該処分の取消しを求めて提起した訴訟について、

原告の請求を棄却する判決が言い渡され、この判決を不服として原告が控訴し

たことは、これまでにご報告したとおりです。 

この訴訟について、平成２７年９月８日に控訴人の請求を棄却する判決が言

い渡され、その後、東京高等裁判所から、平成２７年９月１６日に控訴人がこ

の判決を不服として上告を提起した旨の通知がありました。 

今後は、最高裁判所の指示等に応じて、適切に対応して参ります。 

 

第３件目として、「元職員に対する損害賠償等請求に係る訴えの提起」につい

て、ご報告を申し上げます。 

本件は、平成２３年６月から平成２７年３月までの期間に、３９通の偽造診

断書によって、市に虚偽の申請行為を行い、不正に病気休暇及び病気休職を受

けたことで、懲戒免職処分とした元職員が不正に取得した給与等の損害賠償金

の請求、又は不当利得の返還請求について、平成２７年第３回多摩市議会定例

会における議決を頂きました「訴えの提起」により、平成２７年１１月４日に

東京地方裁判所立川支部に損害賠償等請求事件を提起したことを報告するもの

です。 

なお、第１回目の裁判期日は、本年１２月１６日を指定されています。 

 

以上、３件をご報告申し上げ、市長行政報告といたします。 

 

（平成２７年第４回多摩市議会定例会） 


